
害
　56　害

議案第４０号

鳥取県行政組織条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県行政組織条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本議会の

議決を求める。

　　平成２２年２月１５日

　

鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治　　

　

　　　鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例

　

　鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第５号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下「移動条等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条及び号の

表示に下線が引かれた条及び号（以下「移動後条等」という。）が存在する場合には、当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応

する移動後条等が存在しない場合には、当該移動条等（以下「削除条等」という。）を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場
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合には、当該移動後条等（以下「追加条等」という。）を加える。

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び号の表示並びに削除条等を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後

の欄中下線が引かれた部分（条及び号の表示並びに追加条等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在し

ない場合には、当該改正後部分を加える。

改　　　　　　　正　　　　　　　前改　　　　　　　正　　　　　　　後

（設置）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定

に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、同項後段

に規定する知事の直近下位の内部組織として、次の部局等を置

く。

　統轄監

　防災局

　総務部

　企画部

　文化観光局

（設置）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定

に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、同項後段

に規定する知事の直近下位の内部組織として、次の部局等を置

く。

　防災局

　総務部

　企画部

　文化観光局
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　福祉保健部

　生活環境部

　商工労働部

　農林水産部

　県土整備部

　行政監察監

（統轄監の所掌事務）

第３条　統轄監の所掌事務は、次のとおりとする。

　（１）　県政推進上の重要政策の統轄及び総合調整に関する事項

　（２）　行政運営の総合調整に関する事項

　（３）　広報に関する事項

（防災局の所掌事務）

第４条　略

（総務部の所掌事務）

第５条　総務部の所掌事務は、次のとおりとする。

　福祉保健部

　生活環境部

　商工労働部

　農林水産部

　県土整備部

　行政監察監

（防災局の所掌事務）

第３条　略

（総務部の所掌事務）

第４条　総務部の所掌事務は、次のとおりとする。

　（１）　行政運営の総合調整に関する事項
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 　（１）　略

　（２）　略

　（３）　略

　（４）　略

　（５）　略

　（６）　略

　（７）　略

　（８）　略

　（９）　略

（企画部の所掌事務）

第６条　企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

　（１）　主要施策に係る課題の調査検討に関する事項

　（２）　略

　（３）　略

　（４）　略

　（５）　略

　（６）　略

　（２）　略

　（３）　略

　（４）　略

　（５）　略

　（６）　略

　（７）　略

　（８）　略

　（９）　略

　（１０）　略

（企画部の所掌事務）

第５条　企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

　（１）　重要施策の総合的な企画及び調整に関する事項

　（２）　広報に関する事項

　（３）　略

　（４）　略

　（５）　略

　（６）　略

　（７）　略
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 　（７）　略

　（８）　略

　（９）　略

（文化観光局の所掌事務）

第７条　略

（福祉保健部の所掌事務）

第８条　略

（生活環境部の所掌事務）

第９条　略

（商工労働部の所掌事務）

第１０条　商工労働部の所掌事務は、次のとおりとする。

　（１）　略

　（２）　環境産業の振興に関する事項

　（３）　略

　（４）　略

　（８）　略

　（９）　略

　（１０）　略

（文化観光局の所掌事務）

第６条　略

（福祉保健部の所掌事務）

第７条　略

（生活環境部の所掌事務）

第８条　略

（商工労働部の所掌事務）

第９条　商工労働部の所掌事務は、次のとおりとする。

　（１）　略

　（２）　略

　（３）　略
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　（５）　略

　（６）　略

　（７）　略

（農林水産部の所掌事務）

第１１条　略

（県土整備部の所掌事務）

第１２条　略

（行政監察監の所掌事務）

第１３条　略

（部局等の長）

第１４条　略

２　部局長等は、統轄監にあっては統轄監、部にあっては部長、局

（防災局を除く。）にあっては局長、防災局にあっては防災監、

行政監察監にあっては行政監察監とする。

３及び４　略

　（４）　略

　（５）　略

　（６）　略

（農林水産部の所掌事務）

第１０条　略

（県土整備部の所掌事務）

第１１条　略

（行政監察監の所掌事務）

第１２条　略

（部局等の長）

第１３条　略

２　部局長等は、部にあっては部長、局にあっては局長、行政監察

監にあっては行政監察監とする。ただし、防災局にあっては防災

監とする。

３及び４　略
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　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

（鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正）

２　次に掲げる条例の規定中「鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第５号）第１３条第２項」を「鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県

条例第５号）第１４条第２項」に改める。

　（１）　鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和３４年鳥取県条例第４９号）

　（２）　鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年鳥取県条例第１１号）

　（３）　鳥取県個人情報保護条例（平成１１年鳥取県条例第３号）

（部局等以外の組織及び分掌事務）

第１５条　略

（雑則）

第１６条　略

（部局等以外の組織及び分掌事務）

第１４条　略

（雑則）

第１５条　略
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　（４）　鳥取県情報公開条例（平成１２年鳥取県条例第２号）

　（５）　鳥取県間伐材搬出促進事業助成条例（平成１３年鳥取県条例第７号）

　（６）　鳥取県非営利公益活動促進条例（平成１３年鳥取県条例第５０号）

　（７）　鳥取県企業立地等事業助成条例（平成１５年鳥取県条例第４号）

　（８）　鳥取県採石条例（平成１５年鳥取県条例第７２号）

　（９）　鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例（平成１６年鳥取県条例第３２号）

　（１０）　鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例（平成１７年鳥取県条例第６６号）

　（１１）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３８条の２第３項に規定する任意入院者の症状等の報告に関する条例（平成１８年鳥取県条

例第６２号）

　

 


